
 奈良県広域水道企業団事務決裁規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

  令和８年３月２７日 

奈良県広域水道企業団企業長 山下 真   

奈良県広域水道企業団企業管理規程第７号 

奈良県広域水道企業団事務決裁規程の一部を改正する規程 

奈良県広域水道企業団事務決裁規程（令和６年１１月企業管理規程第４号）

の一部を次のように改正する。 

第２条第８号中「規則」を「規程」に改め、同条第９号中「第１０号」を「

第７号」に改める。 

第３条中「事務局長」の次に「、部長、本部課長、本部課長補佐、市町村事

務所等の所長及び市町村事務所等の課長」を加え、「次の事項を」を「別表に

掲げる事務をそれぞれ」に改め、同条各号を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 別表に定める市町村事務所等の課長の専決事項については、課を置かない

市町村事務所にあっては、所長が専決するものとする。 

第４条及び第５条を削り、第６条を第４条とし、第７条から第１２条までを

２条ずつ繰り上げる。 

附則の次に次の別表を加える。 

別表（第３条関係） 

１ 本部 

関係事務 事項 企業長 専決権者 備考 

事務 

局長 

部長 課長 課長 

補佐 

１ 一般関係

事務 

(１) 企業団業務の総合的

な企画及び調整並び

に運営に関する基本

方針の策定及び改廃

に関すること。 

○           

計画等のうち重要な

ものの策定及び改廃

に関すること。 

○           

計画等の策定及び改

廃に関すること。 

  ○         

計画等のうち定型的

又は軽易なものの策

定及び改廃に関する

こと。 

      ○     

(２) 重要な事務事業の進

行管理に関するこ

と。 

  ○         

(３) 企業団議会の招集、

議決、承認又は同意

○           



を必要とする議案等

の提案又は提出に関

すること。 

議会関係事務のうち

特に重要なものに関

すること。 

○      

議会関係事務のうち

重要なものに関する

こと。 

 ○     

議会関係事務に関す

ること。 

   ○   

(４) 条例の制定及び改廃

に関すること。 

○      

(５) 規則、企業管理規程

又は訓令のうち重要

なものの制定及び改

廃に関すること。 

○      

規則、企業管理規程

又は訓令の制定及び

改廃に関すること。 

 ○     

(６) 告示、公告又は公表

のうち重要なものに

関すること。 

 ○     

告示、公告又は公表

に関すること。 

  ○    

告示、公告又は公表

のうち定型的又は軽

易なものに関するこ

と。 

   ○   

(７) 要綱等（要領、要項

その他これらに類す

るものを含む。以下

同じ。）のうち重要

なものの制定及び改

廃に関すること。 

 ○     

要綱等の制定及び改

廃に関すること。 

  ○    

要綱等のうち定型的

又は軽易なものの制

定及び改廃に関する

こと。 

   ○   

(８) 企業団が当事者であ

る審査請求その他の

不服申立て、訴訟、

あっせん、調停又は

仲裁のうち重要なも

のに関すること。 

○      

企業団が当事者であ  ○     



る審査請求その他の

不服申立て、訴訟、

あっせん、調停又は

仲裁に関すること。 

(９) 裁決その他行政不服

審査のうち重要なも

のに関すること。 

 ○     

裁決その他行政不服

審査に関すること。 

  ○    

(１０) 権利の放棄に関する

こと。 

 ○     

(１１) 法令の規定に基づく

過料の決定に関する

こと。 

 ○     

(１２) 訴訟代理人の指定に

関すること。 

   ○   

(１３) 行政代執行の決定に

関すること。 

○      

(１４) 国又は他の地方公共

団体（以下「国等」

という。）に対する

陳情、要望、意見等

に関すること。 

 ○     

国等に対する陳情、

要望、意見等のう

ち、軽易なものに関

すること。 

   ○   

(１５) 請願等（陳情及び要

望等を含む。以下同

じ。）の処理のうち

重要なものに関する

こと。 

 ○     

請願等の処理に関す

ること。 

   ○   

請願等の処理のうち

定型的又は軽易なも

のに関すること。 

    ○  

(１６) 行政指導のうち重要

なものに関するこ

と。 

 ○     

行政指導に関するこ

と。 

   ○   

(１７) 申請に対する処分の

うち重大なものに関

すること。 

 ○     

申請に対する処分に

関すること。 

   ○   

申請に対する処分の     ○  



手続等に関するこ

と。 

(１８) 不利益処分のうち重

大なものに関するこ

と。 

 ○     

不利益処分及び処分

の求めに係る調査に

関すること。 

   ○   

不利益処分に関する

手続等に関するこ

と。 

    ○  

(１９) 行政手続（聴聞、弁

明、証拠の提出等）

に関すること。 

   ○   

(２０) 広報及び広聴等のう

ち重要なものに関す

ること。 

 ○     

広報及び広聴等に関

すること。 

   ○   

広報及び広聴等のう

ち定型的又は軽易な

ものに関すること。 

    ○  

(２１) パブリックコメント

の実施、公聴会の開

催等のうち重要なも

のに関すること。 

 ○     

パブリックコメント

の実施、公聴会の開

催等に関すること。 

   ○   

(２２) 国等との協議その他

必要な調整のうち重

要なものに関するこ

と。 

 ○     

国等との協議その他

必要な調整に関する

こと。 

   ○   

国等との協議その他

必要な調整のうち定

型的又は軽易なもの

に関すること。 

    ○  

(２３) 金額を伴わない協定

等（規約、契約及び

覚書等を含む。以下

同じ。）の締結のう

ち重要なものに関す

ること。 

 ○     

金額を伴わない協定

等に関すること。 

  ○    



金額を伴わない協定

等の締結のうち定型

的又は軽易なものに

関すること。 

   ○   

(２４) 国等が行う重要な表

彰に伴う表彰候補者

の決定又は推薦等に

関すること。 

 ○     

国等が行う表彰に伴

う表彰候補者の決定

又は推薦等に関する

こと。 

   ○   

(２５) 附属機関の委員等の

任免に関すること。 

 ○     

(２６) 附属機関に対する諮

問等に関すること。 

 ○     

附属機関に対する諮

問等のうち定型的又

は軽易なものに関す

ること。 

   ○   

(２７) 附属機関の設置、運

営等に係る手続に関

すること。 

   ○   

(２８) 協議会、懇談会等の

設置又は廃止に関す

ること。 

 ○     

協議会、懇談会等の

設置又は廃止のうち

定型的又は軽易なも

のに関すること。 

   ○   

(２９) 協議会、懇談会等の

委員等の任免に関す

ること。 

 ○     

協議会、懇談会等の

委員等の任免のうち

定型的又は軽易なも

のに関すること。 

   ○   

(３０) 協議会、懇談会等に

対する意見聴取等の

うち重要なものに関

すること。 

 ○     

協議会、懇談会等に

対する意見聴取等に

関すること。 

   ○   

(３１) 協議会、懇談会等の

運営等に係る手続に

関すること。 

   ○   

(３２) 行政文書の開示等に    ○   



関すること。 

(３３) 行政文書の提供に関

すること。 

   ○   

(３４) 行政資料等のうち重

要なものの収集、作

成、配布等に関する

こと。 

 ○     

行政資料等の収集、

作成、配布等に関す

ること。 

   ○   

行政資料等のうち定

型的又は軽易なもの

の収集、作成、配布

等に関すること。 

    ○  

(３５) 個人情報の開示、訂

正及び利用停止等に

関すること。 

   ○   

(３６) 助言、指導又は勧告

等のうち重要なもの

に関すること。 

 ○     

助言、指導又は勧告

等に関すること。 

   ○   

(３７) 研修会等（講習会、

会議、説明会等を含

む。以下同じ。）の

実施等のうち重要な

ものに関すること。 

  ○    

研修会等の実施等に

関すること。 

   ○   

研修会等の実施等の

うち定型的又は軽易

な事務に関するこ

と。 

    ○  

(３８) 統計、調査、研究等

のうち重要なものに

関すること。 

 ○     

統計、調査、研究等

に関すること。 

   ○   

統計、調査、研究等

のうち定型的又は軽

易なものに関するこ

と。 

    ○  

(３９) 通達等（通知、報

告、照会、回答、申

請、進達、副申及び

届を含む。以下同

じ。）のうち重要な

ものの発出等に関す

 ○     



ること。 

通知等の発出等に関

すること。 

   ○   

通知等のうち定型的

又は軽易なものの発

出等に関すること。 

    ○  

(４０) 許可証、免許証等の

交付に関すること。 

   ○   

(４１) 公簿の閲覧許可に関

すること。 

   ○   

(４２) 所掌事務に係る証明

又は台帳等の謄本若

しくは抄本の交付に

関すること。 

   ○   

所掌事務に係る証明

又は台帳等の謄本若

しくは抄本の交付の

うち定型的又は軽易

なものに関するこ

と。 

    ○  

(４３) 事実行為に対する認

定、確認等に関する

こと。 

   ○   

事実行為のうち定型

的又は軽易なものに

対する認定、確認等

に関すること。 

    ○  

(４４) 担当する庁舎の管理

に関すること。 

   ○  契約財産課長

に限る。 

(４５) 担当する公有財産の

管理に関すること。 

   ○  契約財産課長

に限る。 

(４６) 安全運転管理者の選

任及び解任に関する

こと。 

   ○  契約財産課長

に限る。 

(４７) 使用料、手数料等の

減免に関すること。 

   ○   

(４８) 水道技術管理者又は

水道技術管理補助者

の任免に関するこ

と。 

 ○     

(４９) 検査、監督、監視等

を行う職員の指名又

は任命及び当該職員

への身分証票の交付

に関すること。 

   ○   

(５０) 発注業務の執行管理

に関すること。 

   ○   

(５１) 立入検査等に関する    ○   



こと。 

(５２) 各種日報及び月報等

の処理のうち重要な

ものに関すること。 

  ○    

各種日報及び月報等

の処理に関するこ

と。 

   ○   

(５３) 登記、登録又は供託

等に関すること。 

   ○   

２ 人事服務

関係事務 

(１) 各手当の確認及び決

定並びに扶養親族の

認定に関すること。 

   ○  総務課長に限

る。 

(２) 児童手当の支給等に

関すること。 

   ○  総務課長に限

る。 

(３) 職員（会計年度任用

職員を除く。）の採

用、派遣、退職、休

業及び休職処分等に

関すること。 

 ○     

会計年度任用職員の

採用、退職、休業及

び休職処分等に関す

ること。 

   ○  総務課長に限

る。 

(４) 企業団の定員管理に

関すること。 

 ○     

(５) 内部組織の事務分掌

及び所属職員の事務

分担の決定に関する

こと。 

   ○   

(６) 部長の旅行命令及び

復命等に関するこ

と。 

 ○     

理事、本部課長及び

所長の旅行命令及び

復命等に関するこ

と。 

  ○   所長について

は総務部長に

限る。 

本部課長補佐の旅行

命令及び復命等に関

すること。 

   ○   

事務所等の課長の旅

行命令及び復命等に

関すること。 

― ― ― ― ―  

課員の旅行命令及び

復命等に関するこ

と。 

    ○  

(７) 部長の週休日、勤務

時間及び休憩時間に

関すること。 

 ○     



理事、本部課長及び

所長の週休日、勤務

時間及び休憩時間に

関すること。 

  ○   所長について

は総務部長に

限る。 

本部課長補佐の週休

日、勤務時間及び休

憩時間に関するこ

と。 

   ○   

事務所等の課長の週

休日、勤務時間及び

休憩時間に関するこ

と。 

― ― ― ― ―  

課員の週休日、勤務

時間及び休憩時間に

関すること。 

    ○  

(８) 部長の職務に関する

願及び届の処理その

他服務に関するこ

と。 

 ○     

理事、本部課長及び

所長の職務に関する

願及び届の処理その

他服務に関するこ

と。 

  ○   所長について

は総務部長に

限る。 

本部課長補佐の職務

に関する願及び届の

処理その他服務に関

すること。 

   ○   

事務所等の課長の職

務に関する願及び届

の処理その他服務に

関すること。 

― ― ― ― ―  

課員の職務に関する

願及び届の処理その

他服務に関するこ

と。 

    ○  

(９) 附属機関の委員等に

対する旅行依頼に関

すること。 

   ○   

(１０) 労働組合に関するこ

と。 

 ○     

３ 補助金等

関係事務 

(１) 補助金等の申請等に

関すること。 

 ○     

補助金等の申請等の

うち定型的又は軽易

なものに関するこ

と。 

   ○   

(２) 補助事業等の遂行状    ○   



況及び実績等の報告

に関すること。 

(３) １件（当該補助金の

交付の相手方ごとの

金額をいうのではな

く、当該補助事業の

補助金の総額をい

う。以下補助金等関

係事務において同

じ。）１，０００万

円以上の補助金等の

交付等に関するこ

と。 

 ○     

１件１，０００万円

未満の補助金等の交

付等に関すること。 

   ○   

(４) 補助金等の交付の条

件に関すること。 

   ○   

(５) 企業団が交付する補

助金等の交付決定前

の工事の着手に関す

ること。 

   ○   

(６) 補助事業に係る報

告、立入検査又は是

正措置等に関するこ

と。 

   ○   

(７) 補助金等の額の確定

に関すること。 

   ○   

(８) １件１，０００万円

以上の補助金等の返

還に関すること。 

 ○     

１件１，０００万円

未満の補助金等の返

還に関すること。 

   ○   

(９) 補助金等返還の期限

延長等の申請に関す

ること。 

   ○   

(１０) 補助事業等により取

得又は効用が増加し

た財産に係る処分に

関すること。 

 ○     

(１１) 融資機関との利子補

給契約の締結に関す

ること。 

 ○     

４ 工事執行

関係執務 

(１) １件（契約単位の設

計金額による。ただ

し、事業箇所につい

て、これを分割して

○ ○ ○ ○ ○ 別に定める。 



施行する場合及び年

度により区分して施

行する場合並びに工

事変更等に伴い事業

費が変更する場合に

あっては、分割若し

くは区分前の設計金

額又は当初の設計金

額による。以下工事

執行関係執務におい

て同じ。）５億円以

上の工事に関するこ

と。 

１件５，０００万円

以上の工事に関する

こと。 

○ ○ ○ ○ ○ 別に定める。 

１件５，０００万円

未満の工事に関する

こと。 

○ ○ ○ ○ ○ 別に定める。 

(２) 予定価格、最低制限

価格又は低入札価格

調査基準価格の決定

に関すること。 

   ○   

(３) 総合評価競争入札に

おける評価値の決定

に関すること。 

   ○   

(４) 請負工事の下請負人

の承認に関するこ

と。 

   ○   

(５) 工事の請負契約の解

除に関すること。 

 ○     

(６) 工事の施行に必要な

土地、建物等の一時

借上げに関するこ

と。 

   ○   

(７) 工事の施行に伴う保

安林、道路、河川区

域等における立木又

は立竹の伐採、工事

の承認又は許可申請

等に関すること。 

   ○   

(８) 工事の施行に伴う道

路等の掘削、占有及

び交通規制の申請に

関すること。 

   ○   

(９) 工事の施行に伴う給

水制限及び断水に関

すること。 

   ○   



工事の施行に伴う簡

易な給水制限及び断

水に関すること。 

   ○   

５ 地方自治

法関係事務 

(１) 住民からの監査請求

に係る監査委員の勧

告に基づく必要な措

置の決定に関するこ

と。 

○      

６ 公の施設

関係事務 

(１) 施設の管理に係る必

要な事項の承認に関

すること。 

 ○     

施設の管理に係る必

要な事項の承認のう

ち定型的又は軽易な

ものに関すること。 

   ○   

７ 土地収用

法関係事務 

(１) 事業認定の申請に関

すること。 

○      

(２) 土地収用法関係事務

に係る必要な事項の

承認に関すること。 

 ○     

土地収用法関係事務

に係る必要な事項の

承認のうち定型的又

は軽易なものに関す

ること。 

  ○    

８ 財務関係

事務 

(１) 予算の編成方針及び

執行計画に関するこ

と。 

 ○     

(２) 予算の配当及び調整

に関すること。 

  ○   総務部長に限

る。 

(３) 収益的支出予算の目

及び資本的支出予算

の細節の流用、所属

間の予算流用及び予

算超過の支出に関す

ること。 

  ○   総務部長に限

る。 

収益的支出予算の節

及び資本的支出予算

の明細の流用に関す

ること。 

   ○  財務課長に限

る。 

収益的支出予算の細

節及び明細の流用に

関すること。 

   ○  財務課長に限

る。 

(４) 予備費の充当に関す

ること。 

  ○   総務部長に限

る。 

(５) 予算の執行に関する

こと。 

○ ○ ○ ○ ○ 別に定める。 

(６) 収入の原因となる契    ○   



約の締結に関するこ

と。 

(７) 収入調定及び納入通

知に関すること。 

   ○   

(８) 収入の更正又は訂正

に関すること。 

   ○   

(９) 収入の戻出又は支出

の戻入の決定に関す

ること。 

   ○   

(１０) 資金前渡職員の指名

に関すること。 

   ○   

(１１) 支出の更正又は訂正

に関すること。 

   ○   

(１２) 債権管理に関するこ

と。 

   ○   

(１３) 収入伝票の発行に関

すること。 

    ○  

(１４) 過誤納金の還付及び

充当に関すること。 

   ○   

(１５) 棚卸資産の受払及び

物品の損傷等の報告

に関すること。 

   ○   

(１６) 預り金及び有価証券

の管理に関するこ

と。 

   ○   

(１７) 預金種目の組替えに

関すること。 

   ○  財務課長に限

る。 

(１８) 計理状況の報告に関

すること。 

   ○   

(１９) 決算報告に関するこ

と。 

 ○     

(２０) 企業債及び一時借入

金の借入れに関する

こと。 

 ○     

(２１) 建設仮勘定の精算に

関すること。 

  ○   総務部長に限

る。 

(２２) 財産（ただし、負担

付きのもので、１件

（当該取得、処分等

の目的を妨げない限

度における単位によ

る。）の評価額が７

，０００万円以上の

公有財産を除く。）

の取得及び交換に関

すること。 

 ○     

(２３) 固定資産の売却に関  ○     



すること。 

(２４) 固定資産の撤去又は

破棄に関すること。 

   ○  契約財産課長

に限る。 

(２５) 公有財産の境界に係

る協議及び確定等明

示に関すること。 

   ○  契約財産課長

に限る。 

(２６) 行政財産の用途の変

更又は廃止に関する

こと。 

 ○     

(２７) 行政財産の使用許可

に関すること。 

   ○  契約財産課長

に限る。 

行政財産の使用料の

減免に関すること。 

   ○  契約財産課長

に限る。 

(２８) 普通財産の貸付けに

関すること。 

   ○  契約財産課長

に限る。 

普通財産の貸付料の

減免に関すること。 

   ○  契約財産課長

に限る。 

(２９) 職務発明の認定又は

特許を受ける権利若

しくは特許権の承継

に関すること。 

 ○     

(３０) 公有財産の損害保険

の加入及び解約に関

すること。 

   ○   

(３１) 公有財産の損害保険

金の請求に関するこ

と。 

   ○   

(３２) 普通財産の売払い及

び譲与に関するこ

と。 

 ○     

(３３) 普通財産である土地

（その土地の定着物

を含む。）の信託に

関すること。 

 ○     

(３４) 建物等の取壊しに関

すること。 

 ○     

(３５) 土地、建物等の借入

れに関すること。 

 ○     

(３６) 行政財産使用許可申

請に関すること。 

   ○   

行政財産の使用料の

減免申請に関するこ

と。 

   ○   

(３７) 物品の借入れに関す

ること。 

   ○   

(３８) １件の残存価額が１

，０００万円以上の

 ○     



物品の処分に関する

こと。 

１件の残存価額が１

００万円以上１，０

００万円未満の物品

の処分に関するこ

と。 

  ○    

１件の残存価額が１

０万円以上１００万

円未満の物品の処分

に関すること。 

   ○   

１件の残存価額が１

０万円未満の物品の

処分に関すること。 

    ○  

(３９) 棚卸資産及び棚卸資

産以外の物品の出納

の通知に関するこ

と。 

   ○   

(４０) 実地棚卸しに関する

こと。 

   ○  契約財産課長

に限る。 

(４１) 不用品の処分に関す

ること。 

   ○   

不用物品の処分に関

すること。 

   ○   

９ 営業関係

事務 

(１) 水道使用の開始、中

止及び使用者変更に

関すること。 

― ― ― ― ―  

(２) 水道メーターの計

量、使用水量の認定

及び水道メーターの

取替えに関するこ

と。 

― ― ― ― ―  

(３) 水道料金、加入金及

び手数料等の減免に

関すること。 

   ○  総務課長に限

る。 

(４) 滞納整理に関するこ

と。 

   ○   

滞納整理のうち定型

的又は軽易なものに

関すること。 

    ○  

(５) 給水停止処分に関す

ること。 

― ― ― ― ―  

１０ 給水装

置工事関係事

務 

(１) 指定給水装置工事事

業者の指定及び更新

に関すること。 

   ○  計画課長に限

る。 

指定給水装置工事事

業者の行政処分に関

すること。 

   ○  計画課長に限

る。 



(２) 給水装置工事の設計

審査、材料検査及び

工事検査に関するこ

と。 

― ― ― ― ―  

１１ その他 (１) その他意思決定のう

ち特に重要なものに

関すること。 

○      

その他意思決定のう

ち重要なものに関す

ること。 

 ○     

その他意思決定に関

すること。 

   ○   

その他意思決定のう

ち定型的又は軽易な

ものに関すること。 

    ○  

２ 市町村事務所等 

関係事務 事項 企業長 専決権者 備考 

事務局

長 

所長 事務所

等 

課長 

１ 一般関係

事務 

(１) 企業団業務の総合的

な企画及び調整並び

に運営に関する基本

方針の策定及び改廃

に関すること。 

― ― ― ―  

計画等のうち重要な

ものの策定及び改廃

に関すること。 

― ― ― ―  

計画等の策定及び改

廃に関すること。 

 ○    

計画等のうち定型的

又は軽易なものの策

定及び改廃に関する

こと。 

  ○   

(２) 重要な事務事業の進

行管理に関するこ

と。 

 ○    

(３) 企業団議会の招集、

議決、承認又は同意

を必要とする議案等

の提案又は提出に関

すること。 

― ― ― ―  

議会関係事務のうち

特に重要なものに関

すること。 

○     

議会関係事務のうち

重要なものに関する

こと。 

 ○    



議会関係事務に関す

ること。 

  ○   

(４) 条例の制定及び改廃

に関すること。 

― ― ― ―  

(５) 規則、企業管理規程

又は訓令のうち重要

なものの制定及び改

廃に関すること。 

― ― ― ―  

規則、企業管理規程

又は訓令の制定及び

改廃に関すること。 

― ― ― ―  

(６) 告示、公告又は公表

のうち重要なものに

関すること。 

― ― ― ―  

告示、公告又は公表

に関すること。 

  ○   

告示、公告又は公表

のうち定型的又は軽

易なものに関するこ

と。 

   ○  

(７) 要綱等（要領、要項

その他これらに類す

るものを含む。以下

同じ。）のうち重要

なものの制定及び改

廃に関すること。 

― ― ― ―  

要綱等の制定及び改

廃に関すること。 

  ○   

要綱等のうち定型的

又は軽易なものの制

定及び改廃に関する

こと。 

   ○  

(８) 企業団が当事者であ

る審査請求その他の

不服申立て、訴訟、

あっせん、調停又は

仲裁のうち重要なも

のに関すること。 

○     

企業団が当事者であ

る審査請求その他の

不服申立て、訴訟、

あっせん、調停又は

仲裁に関すること。 

 ○    

(９) 裁決その他行政不服

審査のうち重要なも

のに関すること。 

 ○    

裁決その他行政不服

審査に関すること。 

  ○   



(１０) 権利の放棄に関する

こと。 

 ○    

(１１) 法令の規定に基づく

過料の決定に関する

こと。 

 ○    

(１２) 訴訟代理人の指定に

関すること。 

  ○   

(１３) 行政代執行の決定に

関すること。 

― ― ― ―  

(１４) 国又は他の地方公共

団体（以下「国等」

という。）に対する

陳情、要望、意見等

に関すること。 

― ― ― ―  

国等に対する陳情、

要望、意見等のう

ち、軽易なものに関

すること。 

  ○   

(１５) 請願等（陳情及び要

望等を含む。以下同

じ。）の処理のうち

重要なものに関する

こと。 

 ○    

請願等の処理に関す

ること。 

  ○   

請願等の処理のうち

定型的又は軽易なも

のに関すること。 

   ○  

(１６) 行政指導のうち重要

なものに関するこ

と。 

 ○    

行政指導に関するこ

と。 

  ○   

(１７) 申請に対する処分の

うち重大なものに関

すること。 

 ○    

申請に対する処分に

関すること。 

  ○   

申請に対する処分の

手続等に関するこ

と。 

   ○  

(１８) 不利益処分のうち重

大なものに関するこ

と。 

 ○    

不利益処分及び処分

の求めに係る調査に

関すること。 

  ○   

不利益処分に関する    ○  



手続等に関するこ

と。 

(１９) 行政手続（聴聞、弁

明、証拠の提出等）

に関すること。 

  ○   

(２０) 広報及び広聴等のう

ち重要なものに関す

ること。 

 ○    

広報及び広聴等に関

すること。 

  ○   

広報及び広聴等のう

ち定型的又は軽易な

ものに関すること。 

   ○  

(２１) パブリックコメント

の実施、公聴会の開

催等のうち重要なも

のに関すること。 

― ― ― ―  

パブリックコメント

の実施、公聴会の開

催等に関すること。 

― ― ― ―  

(２２) 国等との協議その他

必要な調整のうち重

要なものに関するこ

と。 

― ― ― ―  

国等との協議その他

必要な調整に関する

こと。 

  ○   

国等との協議その他

必要な調整のうち定

型的又は軽易なもの

に関すること。 

   ○  

(２３) 金額を伴わない協定

等（規約、契約及び

覚書等を含む。以下

同じ。）の締結のう

ち重要なものに関す

ること。 

― ― ― ―  

金額を伴わない協定

等に関すること。 

  ○   

金額を伴わない協定

等の締結のうち定型

的又は軽易なものに

関すること。 

   ○  

(２４) 国等が行う重要な表

彰に伴う表彰候補者

の決定又は推薦等に

関すること。 

― ― ― ―  

国等が行う表彰に伴 ― ― ― ―  



う表彰候補者の決定

又は推薦等に関する

こと。 

(２５) 附属機関の委員等の

任免に関すること。 

― ― ― ―  

(２６) 附属機関に対する諮

問等に関すること。 

 ○    

附属機関に対する諮

問等のうち定型的又

は軽易なものに関す

ること。 

  ○   

(２７) 附属機関の設置、運

営等に係る手続に関

すること。 

  ○   

(２８) 協議会、懇談会等の

設置又は廃止に関す

ること。 

 ○    

協議会、懇談会等の

設置又は廃止のうち

定型的又は軽易なも

のに関すること。 

  ○   

(２９) 協議会、懇談会等の

委員等の任免に関す

ること。 

 ○    

協議会、懇談会等の

委員等の任免のうち

定型的又は軽易なも

のに関すること。 

  ○   

(３０) 協議会、懇談会等に

対する意見聴取等の

うち重要なものに関

すること。 

 ○    

協議会、懇談会等に

対する意見聴取等に

関すること。 

  ○   

(３１) 協議会、懇談会等の

運営等に係る手続に

関すること。 

  ○   

(３２) 行政文書の開示等に

関すること。 

   ○  

(３３) 行政文書の提供に関

すること。 

   ○  

(３４) 行政資料等のうち重

要なものの収集、作

成、配布等に関する

こと。 

 ○    

行政資料等の収集、

作成、配布等に関す

  ○   



ること。 

行政資料等のうち定

型的又は軽易なもの

の収集、作成、配布

等に関すること。 

   ○  

(３５) 個人情報の開示、訂

正及び利用停止等に

関すること。 

   ○  

(３６) 助言、指導又は勧告

等のうち重要なもの

に関すること。 

 ○    

助言、指導又は勧告

等に関すること。 

  ○   

(３７) 研修会等（講習会、

会議、説明会等を含

む。以下同じ。）の

実施等のうち重要な

ものに関すること。 

  ○   

研修会等の実施等に

関すること。 

  ○   

研修会等の実施等の

うち定型的又は軽易

な事務に関するこ

と。 

   ○  

(３８) 統計、調査、研究等

のうち重要なものに

関すること。 

 ○    

統計、調査、研究等

に関すること。 

  ○   

統計、調査、研究等

のうち定型的又は軽

易なものに関するこ

と。 

   ○  

(３９) 通達等（通知、報

告、照会、回答、申

請、進達、副申及び

届を含む。以下同

じ。）のうち重要な

ものの発出等に関す

ること。 

 ○    

通知等の発出等に関

すること。 

  ○   

通知等のうち定型的

又は軽易なものの発

出等に関すること。 

   ○  

(４０) 許可証、免許証等の

交付に関すること。 

  ○   

(４１) 公簿の閲覧許可に関   ○   



すること。 

(４２) 所掌事務に係る証明

又は台帳等の謄本若

しくは抄本の交付に

関すること。 

  ○   

所掌事務に係る証明

又は台帳等の謄本若

しくは抄本の交付の

うち定型的又は軽易

なものに関するこ

と。 

   ○  

(４３) 事実行為に対する認

定、確認等に関する

こと。 

  ○   

事実行為のうち定型

的又は軽易なものに

対する認定、確認等

に関すること。 

   ○  

(４４) 担当する庁舎の管理

に関すること。 

   ○ 浄水場においては、課

長を場長と読み替え

る。 

(４５) 担当する公有財産の

管理に関すること。 

  ○   

(４６) 安全運転管理者の選

任及び解任に関する

こと。 

   ○  

(４７) 使用料、手数料等の

減免に関すること。 

  ○   

(４８) 水道技術管理者又は

水道技術管理補助者

の任免に関するこ

と。 

― ― ― ―  

(４９) 検査、監督、監視等

を行う職員の指名又

は任命及び当該職員

への身分証票の交付

に関すること。 

   ○  

(５０) 発注業務の執行管理

に関すること。 

   ○  

(５１) 立入検査等に関する

こと。 

  ○   

(５２) 各種日報及び月報等

の処理のうち重要な

ものに関すること。 

  ○   

各種日報及び月報等

の処理に関するこ

と。 

   ○  

(５３) 登記、登録又は供託   ○   



等に関すること。 

２ 人事服務

関係事務 

(１) 各手当の確認及び決

定並びに扶養親族の

認定に関すること。 

― ― ― ―  

(２) 児童手当の支給等に

関すること。 

― ― ― ―  

(３) 職員（会計年度任用

職員を除く。）の採

用、派遣、退職、休

業及び休職処分等に

関すること。 

― ― ― ―  

会計年度任用職員の

採用、退職、休業及

び休職処分等に関す

ること。 

― ― ― ―  

(４) 企業団の定員管理に

関すること。 

― ― ― ―  

(５) 内部組織の事務分掌

及び所属職員の事務

分担の決定に関する

こと。 

   ○  

(６) 部長の旅行命令及び

復命等に関するこ

と。 

― ― ― ―  

理事、本部課長及び

所長の旅行命令及び

復命等に関するこ

と。 

― ― ― ―  

本部課長補佐の旅行

命令及び復命等に関

すること。 

― ― ― ―  

事務所等の課長の旅

行命令及び復命等に

関すること。 

  ○   

課員の旅行命令及び

復命等に関するこ

と。 

   ○  

(７) 部長の週休日、勤務

時間及び休憩時間に

関すること。 

― ― ― ―  

理事、本部課長及び

所長の週休日、勤務

時間及び休憩時間に

関すること。 

― ― ― ―  

本部課長補佐の週休

日、勤務時間及び休

憩時間に関するこ

と。 

― ― ― ―  



事務所等の課長の週

休日、勤務時間及び

休憩時間に関するこ

と。 

  ○   

課員の週休日、勤務

時間及び休憩時間に

関すること。 

   ○  

(８) 部長の職務に関する

願及び届の処理その

他服務に関するこ

と。 

― ― ― ―  

理事、本部課長及び

所長の職務に関する

願及び届の処理その

他服務に関するこ

と。 

― ― ― ―  

本部課長補佐の職務

に関する願及び届の

処理その他服務に関

すること。 

― ― ― ―  

事務所等の課長の職

務に関する願及び届

の処理その他服務に

関すること。 

  ○   

課員の職務に関する

願及び届の処理その

他服務に関するこ

と。 

   ○  

(９) 附属機関の委員等に

対する旅行依頼に関

すること。 

  ○   

(１０) 労働組合に関するこ

と。 

― ― ― ―  

３ 補助金等

関係事務 

(１) 補助金等の申請等に

関すること。 

 ○    

補助金等の申請等の

うち定型的又は軽易

なものに関するこ

と。 

  ○   

(２) 補助事業等の遂行状

況及び実績等の報告

に関すること。 

  ○   

(３) １件（当該補助金の

交付の相手方ごとの

金額をいうのではな

く、当該補助事業の

補助金の総額をい

う。以下補助金等関

 ○    



係事務において同

じ。）１，０００万

円以上の補助金等の

交付等に関するこ

と。 

１件１，０００万円

未満の補助金等の交

付等に関すること。 

  ○   

(４) 補助金等の交付の条

件に関すること。 

  ○   

(５) 企業団が交付する補

助金等の交付決定前

の工事の着手に関す

ること。 

  ○   

(６) 補助事業に係る報

告、立入検査又は是

正措置等に関するこ

と。 

  ○   

(７) 補助金等の額の確定

に関すること。 

  ○   

(８) １件１，０００万円

以上の補助金等の返

還に関すること。 

 ○    

１件１，０００万円

未満の補助金等の返

還に関すること。 

  ○   

(９) 補助金等返還の期限

延長等の申請に関す

ること。 

  ○   

(１０) 補助事業等により取

得又は効用が増加し

た財産に係る処分に

関すること。 

 ○    

(１１) 融資機関との利子補

給契約の締結に関す

ること。 

― ― ― ―  

４ 工事執行

関係執務 

(１) １件（契約単位の設

計金額による。ただ

し、事業箇所につい

て、これを分割して

施行する場合及び年

度により区分して施

行する場合並びに工

事変更等に伴い事業

費が変更する場合に

あっては、分割若し

くは区分前の設計金

額又は当初の設計金

○ ○ ○ ○ 別に定める。 



額による。以下工事

執行関係執務におい

て同じ。）５億円以

上の工事に関するこ

と。 

１件５，０００万円

以上の工事に関する

こと。 

○ ○ ○ ○ 別に定める。 

１件５，０００万円

未満の工事に関する

こと。 

○ ○ ○ ○ 別に定める。 

(２) 予定価格、最低制限

価格又は低入札価格

調査基準価格の決定

に関すること。 

  ○   

(３) 総合評価競争入札に

おける評価値の決定

に関すること。 

― ― ― ―  

(４) 請負工事の下請負人

の承認に関するこ

と。 

  ○   

(５) 工事の請負契約の解

除に関すること。 

 ○    

(６) 工事の施行に必要な

土地、建物等の一時

借上げに関するこ

と。 

  ○   

(７) 工事の施行に伴う保

安林、道路、河川区

域等における立木又

は立竹の伐採、工事

の承認又は許可申請

等に関すること。 

   ○  

(８) 工事の施行に伴う道

路等の掘削、占有及

び交通規制の申請に

関すること。 

   ○  

(９) 工事の施行に伴う給

水制限及び断水に関

すること。 

  ○  広域水道センター所長

に限る。 

工事の施行に伴う簡

易な給水制限及び断

水に関すること。 

   ○  

５ 地方自治

法関係事務 

(１) 住民からの監査請求

に係る監査委員の勧

告に基づく必要な措

置の決定に関するこ

と。 

○     



６ 公の施設

関係事務 

(１) 施設の管理に係る必

要な事項の承認に関

すること。 

 ○    

施設の管理に係る必

要な事項の承認のう

ち定型的又は軽易な

ものに関すること。 

  ○   

７ 土地収用

法関係事務 

(１) 事業認定の申請に関

すること。 

○     

(２) 土地収用法関係事務

に係る必要な事項の

承認に関すること。 

 ○    

土地収用法関係事務

に係る必要な事項の

承認のうち定型的又

は軽易なものに関す

ること。 

 ○    

８ 財務関係

事務 

(１) 予算の編成方針及び

執行計画に関するこ

と。 

― ― ― ―  

(２) 予算の配当及び調整

に関すること。 

― ― ― ―  

(３) 収益的支出予算の目

及び資本的支出予算

の細節の流用、所属

間の予算流用及び予

算超過の支出に関す

ること。 

― ― ― ―  

収益的支出予算の節

及び資本的支出予算

の明細の流用に関す

ること。 

  ○   

収益的支出予算の細

節及び明細の流用に

関すること。 

   ○ 業務課を置く所属にお

いては、業務課長に限

る。広域水道センター

においては、総務課長

又は計画調整課長に限

る。 

(４) 予備費の充当に関す

ること。 

― ― ― ―  

(５) 予算の執行に関する

こと。 

○ ○ ○ ○ 別に定める。 

(６) 収入の原因となる契

約の締結に関するこ

と。 

  ○   

(７) 収入調定及び納入通

知に関すること。 

   ○  

(８) 収入の更正又は訂正    ○  



に関すること。 

(９) 収入の戻出又は支出

の戻入の決定に関す

ること。 

   ○  

(１０) 資金前渡職員の指名

に関すること。 

  ○   

(１１) 支出の更正又は訂正

に関すること。 

   ○  

(１２) 債権管理に関するこ

と。 

  ○   

(１３) 収入伝票の発行に関

すること。 

   ○  

(１４) 過誤納金の還付及び

充当に関すること。 

   ○  

(１５) 棚卸資産の受払及び

物品の損傷等の報告

に関すること。 

   ○  

(１６) 預り金及び有価証券

の管理に関するこ

と。 

   ○  

(１７) 預金種目の組替えに

関すること。 

― ― ― ―  

(１８) 計理状況の報告に関

すること。 

― ― ― ―  

(１９) 決算報告に関するこ

と。 

― ― ― ―  

(２０) 企業債及び一時借入

金の借入れに関する

こと。 

― ― ― ―  

(２１) 建設仮勘定の精算に

関すること。 

  ○   

(２２) 財産（ただし、負担

付きのもので、１件

（当該取得、処分等

の目的を妨げない限

度における単位によ

る。）の評価額が７

，０００万円以上の

公有財産を除く。）

の取得及び交換に関

すること。 

 ○    

(２３) 固定資産の売却に関

すること。 

― ― ― ―  

(２４) 固定資産の撤去又は

破棄に関すること。 

  ○   

(２５) 公有財産の境界に係

る協議及び確定等明

  ○   



示に関すること。 

(２６) 行政財産の用途の変

更又は廃止に関する

こと。 

― ― ― ―  

(２７) 行政財産の使用許可

に関すること。 

― ― ― ―  

行政財産の使用料の

減免に関すること。 

― ― ― ―  

(２８) 普通財産の貸付けに

関すること。 

― ― ― ―  

普通財産の貸付料の

減免に関すること。 

― ― ― ―  

(２９) 職務発明の認定又は

特許を受ける権利若

しくは特許権の承継

に関すること。 

― ― ― ―  

(３０) 公有財産の損害保険

の加入及び解約に関

すること。 

  ○   

(３１) 公有財産の損害保険

金の請求に関するこ

と。 

  ○   

(３２) 普通財産の売払い及

び譲与に関するこ

と。 

― ― ― ―  

(３３) 普通財産である土地

（その土地の定着物

を含む。）の信託に

関すること。 

― ― ― ―  

(３４) 建物等の取壊しに関

すること。 

― ― ― ―  

(３５) 土地、建物等の借入

れに関すること。 

 ○    

(３６) 行政財産使用許可申

請に関すること。 

  ○   

行政財産の使用料の

減免申請に関するこ

と。 

  ○   

(３７) 物品の借入れに関す

ること。 

  ○   

(３８) １件の残存価額が１

，０００万円以上の

物品の処分に関する

こと。 

 ○    

１件の残存価額が１

００万円以上１，０

００万円未満の物品

 ○    



の処分に関するこ

と。 

１件の残存価額が１

０万円以上１００万

円未満の物品の処分

に関すること。 

  ○   

１件の残存価額が１

０万円未満の物品の

処分に関すること。 

   ○  

(３９) 棚卸資産及び棚卸資

産以外の物品の出納

の通知に関するこ

と。 

― ― ― ―  

(４０) 実地棚卸しに関する

こと。 

― ― ― ―  

(４１) 不用品の処分に関す

ること。 

― ― ― ―  

不用物品の処分に関

すること。 

  ○   

９ 営業関係

事務 

(１) 水道使用の開始、中

止及び使用者変更に

関すること。 

   ○  

(２) 水道メーターの計

量、使用水量の認定

及び水道メーターの

取替えに関するこ

と。 

   ○  

(３) 水道料金、加入金及

び手数料等の減免に

関すること。 

   ○  

(４) 滞納整理に関するこ

と。 

  ○   

滞納整理のうち定型

的又は軽易なものに

関すること。 

   ○  

(５) 給水停止処分に関す

ること。 

  ○   

１０ 給水装

置工事関係事

務 

(１) 指定給水装置工事事

業者の指定及び更新

に関すること。 

― ― ― ―  

指定給水装置工事事

業者の行政処分に関

すること。 

― ― ― ―  

(２) 給水装置工事の設計

審査、材料検査及び

工事検査に関するこ

と。 

   ○  

１１ その他 (１) その他意思決定のう ○     



ち特に重要なものに

関すること。 

その他意思決定のう

ち重要なものに関す

ること。 

 ○    

その他意思決定に関

すること。 

  ○   

その他意思決定のう

ち定型的又は軽易な

ものに関すること。 

   ○  

   附 則 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 


